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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像対象からの入射光が入射される入射光学系と、
　前記入射光学系からの光から所定の波長の光を選択し、かつ、前記波長を変更可能な分
光フィルターと、
　前記分光フィルターを、前記入射光学系からの光の光路上に配置させ、さらに前記光路
上から退避させるフィルター位置切替部と、
　前記入射光学系からの光、又は前記分光フィルターからの光を受光する撮像部と、
を備え、
　前記波長に応じて前記撮像素子の光電素子が選択されることを特徴とする分光カメラ。
【請求項２】
　請求項１に記載の分光カメラにおいて、
　前記フィルター位置切替部は、可視波長域の画像を撮像する際において、前記分光フィ
ルターを前記光路上から退避させ、分光画像を撮像する際において、前記分光フィルター
を前記光路上に移動させることを特徴とする分光カメラ。
【請求項３】
　請求項１に記載の分光カメラにおいて、
　前記撮像部は、分光画像の対象波長域の光と、可視波長域における所定波長範囲の光と
を透過し、その他の光を遮断するフィルターを備え、
　前記フィルターは、前記可視波長域における透過波長範囲が異なる複数種のカラーフィ
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ルターを有することを特徴とする分光カメラ。
【請求項４】
　請求項３に記載の分光カメラにおいて、
　前記分光画像の対象波長域は、赤外波長域または紫外波長域であり、
　前記カラーフィルターは、前記透過波長範囲が赤色波長域であるＲカラーフィルター、
前記透過波長範囲が緑色波長域であるＧカラーフィルター、及び前記透過波長範囲が青色
波長域であるＢカラーフィルターであることを特徴とする分光カメラ。
【請求項５】
　請求項３に記載の分光カメラにおいて、
　撮像画像を取得する画像取得部を備え、
　前記分光フィルターは、ファブリーペローエタロンであり、
　前記画像取得部は、前記対象波長域の分光画像を撮像する際において、各撮像画素の複
数の光電素子のうち、前記分光画像の対象波長域内に含まれない前記分光フィルターにお
ける透過スペクトルのピーク波長が前記可視波長域内に含まれないカラーフィルターに対
応した光電素子からの信号に基づいて、当該分光画像を取得することを特徴とする分光カ
メラ。
【請求項６】
　請求項１に記載の分光カメラにおいて、
　可視波長域の光を遮光し、分光画像の対象波長域の光を透過する可視遮光フィルターを
前記入射光学系と前記撮像部との間における前記光路上に備え、
　前記フィルター位置切替部は、可視波長域の画像を撮像する際において、前記可視遮光
フィルターを前記光路上から退避させ、前記対象波長域の前記分光画像を撮像する際にお
いて、前記可視遮光フィルターを前記光路上に移動させることを特徴とする分光カメラ。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の分光カメラにおいて、
　可視波長域の光を透過し、分光画像の対象波長域の光を遮光する分光対象波長遮光フィ
ルターを備え、
　前記フィルター位置切替部は、前記対象波長域の前記分光画像を撮像する際において、
前記分光対象波長遮光フィルターを前記光路上から退避させ、可視波長域の画像を撮像す
る際において、前記分光対象波長遮光フィルターを前記光路上に移動させることを特徴と
する分光カメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、分光カメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被写体のカラー撮像画像とともに、被写体の色情報を取得する分光カメラが知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。
　この特許文献１に記載の装置では、被写体からの入射光をビームスプリッターで２分岐
させ、一方の分岐光を、広帯域透過特性を有する第一のフィルターに透過させて第一の撮
像素子で撮像し、他方の分岐光を、狭帯域透過特性を有する第二のフィルターに透過させ
て第二の撮像素子で撮像している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１９３３８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　ところで、上記特許文献１の装置では、第一のフィルターを透過した光を撮像する第一
の撮像素子と、第二のフィルターを透過した光を撮像する第二の撮像素子が設けられてい
る。したがって、装置内に少なくとも２つの撮像素子を配置する必要があり、装置の小型
化に対応できないという課題がある。
【０００５】
　本発明は、構成の簡略化を図れ、小型化が可能な分光カメラを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様の分光カメラは、撮像対象からの入射光が入射される入射光学系と、前
記入射光学系からの光から所定の波長の光を選択し、かつ、前記波長を変更可能な分光フ
ィルターと、前記分光フィルターを、前記入射光学系からの光の光路上に配置させ、さら
に前記光路上から退避させるフィルター位置切替部と、前記入射光学系からの光、又は前
記分光フィルターからの光を受光する撮像部と、を備え、前記波長に応じて前記撮像素子
の光電素子が選択されることを特徴とする。
　上記の本発明に係る分光カメラは、撮像対象からの入射光が入射される入射光学系と、
前記入射光学系からの光から所定の波長の光を選択し、かつ、前記波長を変更可能な分光
フィルターと、前記分光フィルターを、前記入射光学系からの光の光路上に配置させ、さ
らに前記光路上から退避させるフィルター位置切替部と、前記入射光学系からの光、又は
前記分光フィルターからの光を受光する撮像部と、を備えたことを特徴とする。
　また、上記の本発明に係る分光カメラは、撮像対象からの入射光が入射される入射光学
系と、前記入射光学系からの入射光から所定の波長の光を選択し、かつ、選択する前記波
長を変更可能な分光フィルターと、前記分光フィルターを、前記入射光の光路上に進退さ
せるフィルター位置切替部と、前記フィルター位置切替部によって、前記入射光学系から
の入射光を直接受光、又は前記分光フィルターを介して受光する撮像部と、を備えたこと
を特徴とする。
【０００７】
　本発明では、フィルター位置切替部により、分光フィルターが入射光の光路上に位置す
る状態と、分光フィルターが入射光の光路上から退避する状態とを切り替えることができ
る。したがって、複数の撮像部を設ける必要がなく、分光フィルターを介した分光画像と
、分光フィルターを介さない通常の撮像画像との双方を取得することができ、分光カメラ
の構成の簡略化を図れ、当該分光カメラの小型化を促進することができる。
【０００８】
　本発明の分光カメラにおいて、前記フィルター位置切替部は、可視波長域の画像を撮像
する際において、前記分光フィルターを前記光路上から退避させ、分光画像を撮像する際
において、前記分光フィルターを前記光路上に移動させることが好ましい。
　本発明では、フィルター位置切替部は、可視光画像（カラー画像）を撮像する際に、分
光フィルターを光路上から退避させる。これにより、撮像部に波長可変干渉フィルターを
介さない入射光（可視光域を含む光）が到達し、その入射光を受光することでカラー画像
を取得することができる。一方、フィルター位置切替部は、分光画像を撮像する際に、分
光フィルターを光路上に移動させる。これにより、撮像部には、分光フィルターにより選
択された波長の光が到達することになり、その選択された光に対する分光画像を取得する
ことができる。
【０００９】
　本発明の分光カメラでは、前記撮像部は、分光画像の対象波長域の光と、可視波長域に
おける所定波長範囲の光とを透過し、その他の光を遮断するフィルターを備え、前記フィ
ルターは、前記可視波長域における透過波長範囲が異なる複数種のカラーフィルターを有
することが好ましい。
【００１０】
　本発明では、撮像部は、可視波長域における透過波長範囲がそれぞれ異なる複数種のカ
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ラーフィルター（例えば、赤色波長域と赤外波長域の光を透過するＲカラーフィルター、
緑色波長域と赤外波長域の光を透過するＧカラーフィルター、青色波長域と赤外波長域の
光を透過するＢカラーフィルター）を備えている。したがって、分光カメラでカラー画像
を撮像する際には、これらのカラーフィルターを透過した光が受光されることになり、例
えば各画素のＲＧＢの各色に対する光量値に基づいてカラー画像を取得することができる
。一方、分光画像の対象波長域（例えば赤外波長域）の光から分光画像を取得する際でも
、各カラーフィルターは、対象波長域の光を透過するため、分光フィルターにより選択さ
れた対象波長域の光は、カラーフィルターにより遮光されることなく光電素子に入射する
。したがって、各撮像画素における複数の光電素子の少なくともいずれか１つから出力さ
れる光量値、または、各光電素子から出力される光量値の平均に基づいて、分光画像を取
得することができる。
　以上に示すように、本発明の撮像部では、可視光波長域に対応したカラー画像、及び対
象波長域の分光画像の双方を撮像画像として取得することができる。
【００１１】
　本発明の分光カメラにおいて、前記分光画像の対象波長域は、赤外波長域または紫外波
長域であり、前記カラーフィルターは、前記透過波長範囲が赤色波長域であるＲカラーフ
ィルター、前記透過波長範囲が緑色波長域であるＧカラーフィルター、及び前記透過波長
範囲が青色波長域であるＢカラーフィルターであることが好ましい。
　本発明では、測定波長域を赤外波長域又は紫外波長域とし、可視波長域を赤色波長域、
緑色波長域、及び青色波長域としている。この場合、上述のように、カラー画像を撮像す
る際には、赤色波長域、緑色波長域、及び青色波長域に対応したカラーフィルターを用い
ることで、容易にRGBの各色に対応した光量値を取得できる。また、これらのカラーフィ
ルターが、赤色波長域や紫外波長域等の対象波長域をも透過可能となるので、上記発明の
ように、可視光域に対応したカラー画像、及び対象波長域の分光画像の双方を適正に撮像
することができる。
【００１２】
　本発明の分光カメラにおいて、撮像画像を取得する画像取得部を備え、前記分光フィル
ターは、ファブリーペローエタロンであり、前記画像取得部は、前記対象波長域の分光画
像を撮像する際において、各撮像画素の複数の光電素子のうち、前記分光画像の対象波長
域内に含まれない前記分光フィルターにおける透過スペクトルのピーク波長が前記可視波
長域内に含まれないカラーフィルターに対応した光電素子からの信号に基づいて、当該分
光画像を取得することが好ましい。
【００１３】
　本発明では、分光フィルターとして、ファブリーペローエタロンが用いられる。ここで
ファブリーペローエタロンは、第一反射膜と、第二反射膜とが対向して配置され、これら
の第一反射膜及び第二反射膜の間に入射した光を干渉させて、第一反射膜及び第二反射膜
のギャップ寸法に応じた所定の波長の光を透過または反射させる素子である。
　このようなファブリーペローエタロンでは、一般に、ｍλ＝２ｎｄｃｏｓθ（ただし、
ｍ：次数、ｎ：反射膜間の媒体の屈折率、ｄ：反射膜間のギャップ寸法、θ：入射角）の
光が取り出される（透過または反射）。例えば、入射光が各反射膜に垂直に入射するとし
、２次のピーク波長（ｍ＝２）として赤外波長８００ｎｍの分光画像を取得する場合、１
次のピーク波長として、４００ｎｍの可視光域の光もファブリーペローエタロンにより取
り出される。
　これに対して、本実施形態では、画像取得部は、赤外波長域に対する分光画像を取得す
る場合、分光画像の波長（例えば８００ｎｍ）とは異なる次数のピーク波長（例えば２次
ピークの４００ｎｍの光）が、透過可視波長域内に含まれないカラーフィルター（例えば
、ＲカラーフィルターやＧカラーフィルター）に対応した光電素子の信号に基づいて分光
画像を取得する。このため、可視波長域の光をカットした高精度な分光画像を取得するこ
とができる。
【００１４】
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　本発明の分光カメラにおいて、可視波長域の光を遮光し、分光画像の対象波長域の光を
透過する可視遮光フィルターを前記入射光学系と前記撮像部との間における前記光路上に
備え、前記フィルター位置切替部は、可視波長域の画像を撮像する際において、前記可視
遮光フィルターを前記光路上から退避させ、前記対象波長域の前記分光画像を撮像する際
において、前記可視遮光フィルターを前記光路上に移動させることが好ましい。
　本発明では、さらに、可視遮光フィルターを備え、フィルター位置切替部は、可視波長
域の画像（カラー画像）を撮像する際に、可視遮光フィルターを光路上から退避させる。
これにより、カラー画像を撮像する際には、入射光が可視遮光フィルターにより遮光され
ず、適切なカラー画像を撮像することができる。一方、対象波長域（例えば赤外波長域）
の分光画像を撮像する場合では、可視遮光フィルターを光路上に移動させる。これにより
、可視遮光フィルターにより可視光波長域の光が遮光されるため、上述した発明のように
、波長可変干渉フィルターにより取り出す光の波長に応じて光電素子を選択する必要がな
く、対象波長域に対する分光画像を容易に取得することができる。
【００１５】
　本発明の分光カメラにおいて、可視波長域の光を透過し、分光画像の対象波長域の光を
遮光する分光対象波長遮光フィルターを備え、前記フィルター位置切替部は、前記対象波
長域の前記分光画像を撮像する際において、前記分光対象波長遮光フィルターを前記光路
上から退避させ、可視波長域の画像を撮像する際において、前記分光対象波長遮光フィル
ターを前記光路上に移動させることが好ましい。
　本発明では、さらに、分光対象波長遮光フィルターを備え、フィルター位置切替部は、
可視波長域の画像（カラー画像）を撮像する際に、分光対象波長遮光フィルターを光路上
に移動させる。これにより、カラー画像を撮像する際には、入射光から例えば赤外波長域
等の対象波長の光を遮光することができる。したがって、可視波長域の各波長の光量値に
基づいた高精度なカラー画像を取得することができる。また、赤外波長域の分光画像等、
赤外波長域の画像を撮像する場合、分光対象波長遮光フィルターは光路上から退避される
ので、適切な赤外波長域の画像を撮像することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る第一実施形態の分光測定装置の概略構成を示す斜視図。
【図２】第一実施形態の分光測定装置の概略構成を示す図。
【図３】第一実施形態の波長可変干渉フィルターの平面図。
【図４】図３におけるＩＶ－ＩＶ線を断面した波長可変干渉フィルターの断面図。
【図５】第一実施形態の撮像部における１つの撮像画素の概略構成を示す図。
【図６】第一実施形態におけるＲカラーフィルターの透過特性の一例を示す図。
【図７】第一実施形態におけるＧカラーフィルターの透過特性の一例を示す図。
【図８】第一実施形態におけるＢカラーフィルターの透過特性の一例を示す図。
【図９】第一実施形態における光電素子の受光特性の一例を示す図。
【図１０】第一実施形態の分光測定装置の概略構成を示すブロック図。
【図１１】第一実施形態の分光測定装置による成分分析処理のフローチャート。
【図１２】第一実施形態の分光測定装置において、波長可変干渉フィルターを退避させた
状態を示す図。
【図１３】第一実施形態の分光測定装置において、分光撮像波長に対して選択する光電素
子を示す図。
【図１４】第一実施形態の分光測定装置で取得された分光画像の一例を示す図。
【図１５】図１４における画素Ａにおける分光スペクトルを示す図。
【図１６】図１４における画素Ｂにおける分光スペクトルを示す図。
【図１７】本発明に係る第二実施形態の分光測定装置の概略構成を示す図。
【図１８】本発明に係る第三実施形態の分光測定装置の概略構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
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［第一実施形態］
　以下、本発明に係る第一実施形態に係る分光カメラ（分光測定装置）について、図面に
基づいて説明する。
　[分光測定装置の概略構成]
　図１は、第一実施形態の分光測定装置の正面構成を示す斜視図である。図２は、分光測
定装置の断面構成を示す概略図である。
　分光測定装置１０は、本発明の分光カメラであり、撮像対象の複数波長に対する分光画
像を撮像し、これらの分光画像に基づいて、各画素における赤外波長域（分光画像の対象
波長域）のスペクトルを分析し、分析したスペクトルから撮像対象の成分を分析する装置
である。ここで、本実施形態の分光測定装置１０は、撮像対象の分光画像を撮像する際に
、ユーザーが撮像対象を容易に認識できるよう、撮像対象のカラー画像（可視波長域の画
像）を取得してディスプレイ１４にリアルタイム表示させる機能を有する。また、本実施
形態では、撮像対象として食品を対象とし、食品に含まれる各栄養素（炭水化物、タンパ
ク質、脂質、水分等）や食品のカロリーを算出する分光測定装置１０の一例を以下に示す
。
【００１８】
　本実施形態の分光測定装置１０は、図１及び図２に示すように、筐体１１と、撮像モジ
ュール１２と、温度センサー１３と、ディスプレイ１４と、操作部１５と、制御部１６と
、を備えている。
【００１９】
　［筐体の構成］
　筐体１１は、例えば厚み寸法が１～２ｃｍ程度で、衣服のポケット等により容易に収納
可能な薄型箱状に形成されている。この筐体１１は、撮像モジュール１２が配置される撮
像窓１１１、及び温度センサー１３が配置されるセンサー窓１１２を備えている。また、
筐体１１は、図２に示すように、例えば背面側にディスプレイ１４が配置される表示窓を
備えている。更に、筐体１１の一部には、操作部１５（例えばシャッターボタン等）が設
けられている。
【００２０】
　［撮像モジュールの構成］
　撮像モジュール１２は、撮像窓１１１に臨んで設けられる光入射部１２１（入射光学系
）と、撮像窓１１１に臨んで設けられる光源部１２２と、波長可変干渉フィルター５（分
光フィルター）と、入射光を受光する撮像部１２３と、フィルター位置切替部１２７と、
制御基板１２８（図１０参照）とを備えている。
【００２１】
　（光入射部の構成）
　光入射部１２１は、図２に示すように、複数のレンズにより構成されており、本発明の
入射光学系を構成する。この光入射部１２１は、複数のレンズにより、視野角が所定角度
以下に制限されており、視野角内の検査対象物の像を、撮像部１２３に結像する。また、
これらの複数のレンズの内の一部は、例えばユーザーにより操作部１５が操作されること
で、レンズ間隔を調整することが可能となり、これにより、取得する画像の拡大縮小が可
能となる。本実施形態では、光入射部１２１を構成するこれらのレンズとして、テレセン
トリックレンズを用いることが好ましい。このようなテレセントリックレンズでは、入射
光の光軸を主光線に対して平行な方向に揃えることができ、後述する波長可変干渉フィル
ター５の固定反射膜５４や可動反射膜５５に対して垂直に入射させることが可能となる。
また、光入射部１２１を構成するレンズとしてテレセントリックレンズを用いる場合、テ
レセントリックレンズの焦点位置に絞りが設けられる。この絞りは、制御部１６により絞
り径が制御されることで、視野角を制御することが可能となる。なお、レンズ群や絞り等
によって制限する入射光の入射角度は、レンズ設計等により異なるが、光学軸から２０度
以下に制限されることが好ましい。
【００２２】
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　（光源部の構成）
　光源部１２２は、図１及び図２に示すように、撮像窓１１１の外周部に沿って、円環状
に配列して配置される複数の光源１２２Ａ（ＬＥＤ）を備えている。なお、本実施形態で
は、光源１２２ＡとしてＬＥＤを例示するが、例えばレーザー光源等が用いられていても
よい。光源１２２ＡとしてＬＥＤやレーザー光源が用いられることで、光源部１２２の小
型化、省電力化を図ることができる。
【００２３】
　（波長可変干渉フィルターの構成）
　図３は、波長可変干渉フィルターの概略構成を示す平面図である。図４は、図３のＩＶ
－ＩＶ線を断面した際の波長可変干渉フィルターの断面図である。
　波長可変干渉フィルター５は、ファブリーペローエタロンである。この波長可変干渉フ
ィルター５は、例えば矩形板状の光学部材であり、厚み寸法が例えば５００μｍ程度に形
成される固定基板５１と、厚み寸法が例えば２００μｍ程度に形成される可動基板５２を
備えている。これらの固定基板５１及び可動基板５２は、それぞれ例えば、ソーダガラス
、結晶性ガラス、石英ガラス、鉛ガラス、カリウムガラス、ホウケイ酸ガラス、無アルカ
リガラスなどの各種ガラスや、水晶などにより形成されている。そして、これらの固定基
板５１及び可動基板５２は、固定基板５１の第一接合部５１３及び可動基板の第二接合部
５２３が、例えばシロキサンを主成分とするプラズマ重合膜などにより構成された接合膜
５３（第一接合膜５３１及び第二接合膜５３２）により接合されることで、一体的に構成
されている。
【００２４】
　固定基板５１には、固定反射膜５４が設けられ、可動基板５２には、可動反射膜５５が
設けられている。これらの固定反射膜５４および可動反射膜５５は、反射膜間ギャップＧ
１を介して対向配置されている。そして、波長可変干渉フィルター５には、この反射膜間
ギャップＧ１のギャップ量を調整（変更）するのに用いられる静電アクチュエーター５６
が設けられている。この静電アクチュエーター５６は、固定基板５１に設けられた固定電
極５６１と、可動基板５２に設けられた可動電極５６２とにより構成されている。これら
の固定電極５６１，可動電極５６２は、電極間ギャップＧ２を介して対向する。ここで、
これらの固定電極５６１，可動電極５６２は、それぞれ固定基板５１及び可動基板５２の
基板表面に直接設けられる構成であってもよく、他の膜部材を介して設けられる構成であ
ってもよい。ここで、電極間ギャップＧ２のギャップ量は、反射膜間ギャップＧ１のギャ
ップ量より大きい。
　また、波長可変干渉フィルター５を固定基板５１（可動基板５２）の基板厚み方向から
見た図３に示すようなフィルター平面視において、固定基板５１及び可動基板５２の平面
中心点Ｏは、固定反射膜５４及び可動反射膜５５の中心点と一致し、かつ後述する可動部
５２１の中心点と一致する。
　なお、以降の説明に当たり、固定基板５１または可動基板５２の基板厚み方向から見た
平面視、つまり、固定基板５１、接合膜５３、及び可動基板５２の積層方向から波長可変
干渉フィルター５を見た平面視を、フィルター平面視と称する。
【００２５】
　　（固定基板の構成）
　固定基板５１には、エッチングにより電極配置溝５１１および反射膜設置部５１２が形
成されている。この固定基板５１は、可動基板５２に対して厚み寸法が大きく形成されて
おり、固定電極５６１および可動電極５６２間に電圧を印加した際の静電引力や、固定電
極５６１の内部応力による固定基板５１の撓みはない。
　また、固定基板５１の頂点Ｃ１には、切欠部５１４が形成されており、波長可変干渉フ
ィルター５の固定基板５１側に、後述する可動電極パッド５６４Ｐが露出する。
【００２６】
　電極配置溝５１１は、フィルター平面視で、固定基板５１の平面中心点Ｏを中心とした
環状に形成されている。反射膜設置部５１２は、前記平面視において、電極配置溝５１１
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の中心部から可動基板５２側に突出して形成されている。この電極配置溝５１１の溝底面
は、固定電極５６１が配置される電極設置面５１１Ａとなる。また、反射膜設置部５１２
の突出先端面は、反射膜設置面５１２Ａとなる。
　また、固定基板５１には、電極配置溝５１１から、固定基板５１の外周縁の頂点Ｃ１，
頂点Ｃ２に向かって延出する電極引出溝５１１Ｂが設けられている。
【００２７】
　電極配置溝５１１の電極設置面５１１Ａには、固定電極５６１が設けられている。より
具体的には、固定電極５６１は、電極設置面５１１Ａのうち、後述する可動部５２１の可
動電極５６２に対向する領域に設けられている。また、固定電極５６１上に、固定電極５
６１及び可動電極５６２の間の絶縁性を確保するための絶縁膜が積層される構成としても
よい。
　そして、固定基板５１には、固定電極５６１の外周縁から、頂点Ｃ２方向に延出する固
定引出電極５６３が設けられている。この固定引出電極５６３の延出先端部（固定基板５
１の頂点Ｃ２に位置する部分）は、制御基板１２８に接続される固定電極パッド５６３Ｐ
を構成する。
　なお、本実施形態では、電極設置面５１１Ａに１つの固定電極５６１が設けられる構成
を示すが、例えば、平面中心点Ｏを中心とした同心円となる２つの電極が設けられる構成
（二重電極構成）などとしてもよい。
【００２８】
　反射膜設置部５１２は、上述したように、電極配置溝５１１と同軸上で、電極配置溝５
１１よりも小さい径寸法となる略円柱状に形成され、当該反射膜設置部５１２の可動基板
５２に対向する反射膜設置面５１２Ａを備えている。
　この反射膜設置部５１２には、図４に示すように、固定反射膜５４が設置されている。
この固定反射膜５４としては、例えばＡｇ等の金属膜や、Ａｇ合金等の合金膜を用いるこ
とができる。また、例えば高屈折層をＴｉＯ２、低屈折層をＳｉＯ２とした誘電体多層膜
を用いてもよい。さらに、誘電体多層膜上に金属膜（又は合金膜）を積層した反射膜や、
金属膜（又は合金膜）上に誘電体多層膜を積層した反射膜、単層の屈折層（ＴｉＯ２やＳ
ｉＯ２等）と金属膜（又は合金膜）とを積層した反射膜などを用いてもよい。
【００２９】
　また、固定基板５１の光入射面（固定反射膜５４が設けられない面）には、固定反射膜
５４に対応する位置に反射防止膜を形成してもよい。この反射防止膜は、低屈折率膜およ
び高屈折率膜を交互に積層することで形成することができ、固定基板５１の表面での可視
光の反射率を低下させ、透過率を増大させる。
【００３０】
　そして、固定基板５１の可動基板５２に対向する面のうち、エッチングにより、電極配
置溝５１１、反射膜設置部５１２、及び電極引出溝５１１Ｂが形成されない面は、第一接
合部５１３を構成する。この第一接合部５１３には、第一接合膜５３１が設けられ、この
第一接合膜５３１が、可動基板５２に設けられた第二接合膜５３２に接合されることで、
上述したように、固定基板５１及び可動基板５２が接合される。
【００３１】
　　（可動基板の構成）
　可動基板５２は、図３に示すようなフィルター平面視において、平面中心点Ｏを中心と
した円形状の可動部５２１と、可動部５２１と同軸であり可動部５２１を保持する保持部
５２２と、保持部５２２の外側に設けられた基板外周部５２５と、を備えている。
　また、可動基板５２には、図３に示すように、頂点Ｃ２に対応して、切欠部５２４が形
成されており、波長可変干渉フィルター５を可動基板５２側から見た際に、固定電極パッ
ド５６３Ｐが露出する。
【００３２】
　可動部５２１は、保持部５２２よりも厚み寸法が大きく形成され、例えば、本実施形態
では、可動基板５２の厚み寸法と同一寸法に形成されている。この可動部５２１は、フィ
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ルター平面視において、少なくとも反射膜設置面５１２Ａの外周縁の径寸法よりも大きい
径寸法に形成されている。そして、この可動部５２１には、可動電極５６２及び可動反射
膜５５が設けられている。
　なお、固定基板５１と同様に、可動部５２１の固定基板５１とは反対側の面には、反射
防止膜が形成されていてもよい。このような反射防止膜は、低屈折率膜および高屈折率膜
を交互に積層することで形成することができ、可動基板５２の表面での可視光の反射率を
低下させ、透過率を増大させることができる。
【００３３】
　可動電極５６２は、電極間ギャップＧ２を介して固定電極５６１に対向し、固定電極５
６１と同一形状となる環状に形成されている。また、可動基板５２には、可動電極５６２
の外周縁から可動基板５２の頂点Ｃ１に向かって延出する可動引出電極５６４を備えてい
る。この可動引出電極５６４の延出先端部（可動基板５２の頂点Ｃ１に位置する部分）は
、制御基板１２８に接続される可動電極パッド５６４Ｐを構成する。
　可動反射膜５５は、可動部５２１の可動面５２１Ａの中心部に、固定反射膜５４と反射
膜間ギャップＧ１を介して対向して設けられる。この可動反射膜５５としては、上述した
固定反射膜５４と同一の構成の反射膜が用いられる。
　なお、本実施形態では、上述したように、電極間ギャップＧ２のギャップ量が反射膜間
ギャップＧ１のギャップ量よりも大きい例を示すがこれに限定されない。例えば、測定対
象光として赤外線や遠赤外線を用いる場合等、測定対象光の波長域によっては、反射膜間
ギャップＧ１のギャップ量が、電極間ギャップＧ２のギャップ量よりも大きくなる構成と
してもよい。
【００３４】
　保持部５２２は、可動部５２１の周囲を囲うダイアフラムであり、可動部５２１よりも
厚み寸法が小さく形成されている。このような保持部５２２は、可動部５２１よりも撓み
やすく、僅かな静電引力により、可動部５２１を固定基板５１側に変位させることが可能
となる。この際、可動部５２１が保持部５２２よりも厚み寸法が大きく、剛性が大きくな
るため、保持部５２２が静電引力により固定基板５１側に引っ張られた場合でも、可動部
５２１の形状変化が起こらない。したがって、可動部５２１に設けられた可動反射膜５５
の撓みも生じず、固定反射膜５４及び可動反射膜５５を常に平行状態に維持することが可
能となる。
　なお、本実施形態では、ダイアフラム状の保持部５２２を例示するが、これに限定され
ず、例えば、平面中心点Ｏを中心として、等角度間隔で配置された梁状の保持部が設けら
れる構成などとしてもよい。
【００３５】
　基板外周部５２５は、上述したように、フィルター平面視において保持部５２２の外側
に設けられている。この基板外周部５２５の固定基板５１に対向する面は、第一接合部５
１３に対向する第二接合部５２３を備えている。そして、この第二接合部５２３には、第
二接合膜５３２が設けられ、上述したように、第二接合膜５３２が第一接合膜５３１に接
合されることで、固定基板５１及び可動基板５２が接合されている。
【００３６】
　（撮像部の構成）
　撮像部１２３は、例えばＣＣＤやＣＭＯＳ等のイメージセンサー等を用いることができ
る。具体的には、撮像部１２３は、図５に示すような撮像画素１２４が複数設けられ、こ
れらの撮像画素１２４がアレイ状に配置されることで構成されている。
　図５は、撮像部における１画素（撮像画素）の概略構成を示す図である。
　また、各撮像画素１２４は、図５に示すように、３種のカラーフィルター１２５（Ｒカ
ラーフィルター１２５Ｒ、Ｇカラーフィルター１２５Ｇ、及びＢカラーフィルター１２５
Ｂ）と、３つの光電素子１２６（Ｒ光電素子１２６Ｒ、Ｇ光電素子１２６Ｇ、及びＢ光電
素子１２６Ｂ）とを備えている。なお、３種のカラーフィルター１２３により本発明のフ
ィルターが構成されている。
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【００３７】
　図６は、Ｒカラーフィルター１２５Ｒの透過特性の一例を示す図であり、図７は、Ｇカ
ラーフィルター１２５Ｇの透過特性の一例を示す図であり、図８は、Ｂカラーフィルター
１２５Ｂの透過特性の一例を示す図である。また、図９は、各光電素子１２６の受光特性
を示す図である。
　図６に示すように、Ｒカラーフィルター１２５Ｒは、赤色波長域以上の光（例えば５８
０ｎｍ以上の波長の光）を透過し、その他の波長域の光を遮光する。つまり、Ｒカラーフ
ィルター１２５Ｒは、赤色可視波長域及び赤外波長域の光を透過させる。Ｒ光電素子１２
６Ｒは、Ｒカラーフィルター１２５Ｒに対向して配置され、Ｒカラーフィルター１２５Ｒ
を透過した光を受光し、その光量に応じた信号を出力する。
　図７に示すように、Ｇカラーフィルター１２５Ｇは、緑色波長域（例えば５１０ｎｍ近
傍をピークとした所定範囲の波長域）の光、及び赤外波長域（例えば７００ｎｍ以上の波
長域）の光を透過し、その他の波長域の光を遮光する。Ｇ光電素子１２６Ｇは、Ｇカラー
フィルター１２５Ｇに対向して配置され、Ｇカラーフィルター１２５Ｇを透過した光を受
光し、その光量に応じた信号を出力する。
　図８に示すように、Ｂカラーフィルター１２５Ｂは、青色波長域（例えば４５０ｎｍ近
傍をピークとした所定範囲の波長域）の光、及び赤外波長域（例えば７００ｎｍ以上の波
長域）の光を透過し、その他の波長域以下の光を遮光する。Ｂ光電素子１２６Ｂは、Ｂカ
ラーフィルター１２５Ｂに対向して配置され、Ｂカラーフィルター１２５Ｂを透過した光
を受光し、その光量に応じた信号を出力する。
【００３８】
　各光電素子１２６（フォトダイオード）は、図９に示すように、可視波長域から赤外波
長域に亘る受光感度特性を有する素子であり、感度特性を有する波長域の光を受光すると
、その光量値に応じた信号を出力する。
　なお、図５に示す例では、Ｒ：Ｇ：Ｂ＝１：１：１として１画素を形成する例を示した
が、例えばＲ：Ｇ：Ｂ＝１：２：１として１画素を形成する構成としてもよい。また、１
つの撮像画素１２４で、ＲＧＢのうちいずれか１つの各色のカラーフィルター１２５が配
置された、いわゆるバイヤ型画素配置などとしてもよい。
【００３９】
　（フィルター位置切替部の構成）
　フィルター位置切替部１２７は、波長可変干渉フィルター５を、光入射部１２１から入
射した入射光の光路Ｌに対して進退させる。
　このフィルター位置切替部１２７としては、波長可変干渉フィルター５が光路Ｌ上に位
置するフィルター配置状態と、波長可変干渉フィルター５が光路Ｌから退避する退避状態
と、を切り替え可能な構成であればいかなる構成を用いてもよい。
　例えば、波長可変干渉フィルター５を保持するフィルター保持部と、フィルター保持部
の一方向への移動を案内するレール部材と、を備え、モーター等の駆動手段によりフィル
ター保持部をレールに沿って進退移動させる構成等が例示できる。
　また、その他の構成例として、回転板に２つの貫通孔を設け、１つの貫通孔に波長可変
干渉フィルター５を装着する例などとしてもよい。この場合では、回転板を回転されるこ
とで波長可変干渉フィルター５を光路Ｌ上に位置する状態と、波長可変干渉フィルター５
が設けられない貫通孔が光路Ｌに位置する状態とを切り替えることができる。
　その他、モーターの駆動力により、波長可変干渉フィルターを保持するフィルター保持
部を回動させて光路Ｌから退避させる構成などとしてもよい。
【００４０】
　（制御基板の構成）
　制御基板１２８は、撮像モジュール１２の動作を制御する回路基板であり、光入射部１
２１、光源部１２２、波長可変干渉フィルター５、撮像部１２３、及びフィルター位置切
替部１２７等に接続される。そして、制御基板１２８は、制御部１６から入力される制御
信号に基づいて、各構成の動作を制御する。例えば、カラー画像を撮像する際には、フィ
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ルター位置切替部１２７を制御して、波長可変干渉フィルター５を光路Ｌ上から退避させ
、撮像部１２３で撮像されたカラー画像（カラー画像信号）を制御部１６に出力する。ま
た、ユーザーによりズーム操作が行われると、制御基板１２８は、光入射部１２１の所定
のレンズを移動させたり、絞りの絞り径を変化させたりする。また、成分分析のために撮
像対象の分光画像の撮像を実施する旨の操作が行われると、制御部１６からの制御信号に
基づいて、光源部１２２の各光源１２２Ａの点灯及び消灯を制御する。さらに、制御基板
１２８は、フィルター位置切替部１２７を制御して、波長可変干渉フィルター５を光路Ｌ
上に移動させる。そして、制御部１６からの制御信号に基づいた所定電圧を波長可変干渉
フィルター５の静電アクチュエーター５６に印加し、撮像部１２３で撮像された分光画像
（分光画像信号）を制御部１６に出力する。
【００４１】
　（温度センサーの構成）
　温度センサー１３は、筐体１１のセンサー窓１１２に臨んで配置されており、検査対象
物の温度を検出する。この温度センサー１３としては、例えばサーモパイルアレイや、非
接触型ボロメーター等を用いることができる。
【００４２】
　（ディスプレイの構成）
　ディスプレイ１４は、筐体１１の表示窓に面して設けられる。ディスプレイ１４として
は、画像を表示可能な構成であればいかなるものであってもよく、例えば液晶パネルや有
機ＥＬパネルなどを例示できる。
　また、本実施形態のディスプレイ１４は、タッチパネルを兼ねており、操作部１５の一
つとしても機能する。
【００４３】
　（操作部の構成）
　操作部１５は、上述のように、筐体１１に設けられるシャッターボタンや、ディスプレ
イ１４に設けられるタッチパネル等により構成される。ユーザーにより入力操作が行われ
ると、操作部１５は、入力操作に応じた操作信号を制御部１６に出力する。なお、操作部
１５としては、上記の構成に限られず、例えば、タッチパネルに代えて、複数の操作ボタ
ン等が設けられる構成などとしてもよい。
【００４４】
　（制御部の構成）
　図１０は、分光測定装置１０の概略構成を示すブロック図である。
　制御部１６は、例えばＣＰＵやメモリー等が組み合わされることで構成され、分光測定
装置１０の全体動作を制御する。この制御部１６は、図１０に示すように、記憶部１７（
記憶手段）及び演算部１８を備える。
【００４５】
　記憶部１７は、分光測定装置１０の全体動作を制御するためのＯＳや、各種機能を実現
するためのプログラムや、各種データが記憶される。また、記憶部１７には、取得した分
光画像やカラー画像、成分分析結果等を一時記憶する一時記憶領域を備える。
　そして、記憶部１７には、各種データとしては、波長可変干渉フィルター５の静電アク
チュエーター５６に印加する駆動電圧に対する、当該波長可変干渉フィルター５を透過す
る光の波長の関係を示すＶ－λデータが記憶される。
　また、記憶部１７には、温度に対する、各成分の吸光スペクトルの補正値が記憶される
。
　更に、記憶部１７には、分析対象の各成分に対する吸光スペクトルから抽出された特徴
量（特定波長における吸光度）と、成分含有率との相関を示す相関データ（例えば検量線
）が記憶される。
【００４６】
　演算部１８は、記憶部１７に記憶されたプログラムを読み込むことで各種処理を実行さ
れ、撮像モード切替手段１８１、モジュール制御手段１８２、成分分析手段１８３、及び
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表示制御手段１８４として機能する。
【００４７】
　撮像モード切替手段１８１は、ユーザーの操作に基づいて、撮像モジュール１２で可視
波長域のカラー画像を撮像するカラー画像撮像モードと、撮像モジュール１２で赤外波長
域の分光画像を撮像する分光画像撮像モードとを切り替える。
【００４８】
　モジュール制御手段１８２は、撮像モジュール１２を制御する。具体的には、モジュー
ル制御手段１８２は、カラー画像撮像モードにおいて、波長可変干渉フィルター５を光路
Ｌから退避させる旨の制御信号を制御基板１２８に出力し、撮像部１２３で取得されたカ
ラー画像を取得する。また、モジュール制御手段１８２は、分光画像撮像モードにおいて
、波長可変干渉フィルター５を光路Ｌから退避させる旨の制御信号を制御基板１２８に出
力する。さらに、記憶部１７に記憶されたＶ－λデータに基づいて、静電アクチュエータ
ー５６を制御し、所定波長間隔毎の分光画像を取得する。すなわち、モジュール制御手段
１８２は、撮像部１２３により撮像された撮像画像を取得する本発明の画像取得部として
機能する。
【００４９】
　成分分析手段１８３は、モジュール制御手段１８２の制御により取得された各波長の分
光画像に基づいて撮像対象の食品に含まれる成分（各栄養素やその含有量）、及びカロリ
ーを算出する。
　具体的には、成分分析手段１８３は、質量推定手段１８３Ａ及び解析手段１８３Ｂを備
えている。
　質量推定手段１８３Ａは、撮像画像に基づいて、測定対象食品の体積を推算し、推算し
た体積に基づいて質量を推算する。なお、本実施形態では、質量推定手段１８３Ａにより
、質量を推算する例を示すが、例えば、分光測定装置１０の一部にデジタル秤等が設けら
れ、デジタル秤により計測された質量を取得する構成としてもよい。
　解析手段１８３Ｂは、取得された分光画像の各画素の光量から吸光度を算出し、記憶部
１７に記憶された相関データを用いて各栄養素に対する含有率、含有量、及び食品のカロ
リーを算出し、食品栄養データとして、測定が実施された日時と関連付けて記憶部１７に
記憶する。
　表示制御手段１８４は、モジュール制御手段１８２により撮像モジュール１２が制御さ
れ、撮像画像が取得されると、その取得された撮像画像をディスプレイ１４に表示させる
。また、成分分析手段１８３により算出された成分分析結果をディスプレイ１４に表示さ
せる。
　なお、演算部１８による具体的な処理については、後述する。
【００５０】
　［分光測定装置の動作］
　次に、上述したような分光測定装置１０による動作について、図面に基づいて以下に説
明する。
　本実施形態の分光測定装置１０により成分分析を実施する場合、まず、吸光度を算出す
るための基準受光量を取得する初期処理を実施する。この初期処理では、例えば白色板等
の基準校正板に対して撮像が行われることで実施され、各波長における受光量Ｉ０が測定
される。具体的には、演算部１８は、撮像モード切替手段１８１により、分光画像撮像モ
ードに切り替え、モジュール制御手段１８２により静電アクチュエーター５６に印加する
電圧を順次切り替え、所定の近赤外波長域（例えば７００ｎｍ～１５００ｎｍ）に対して
、例えば１０ｎｍ間隔で透過波長を切り替えさせる。そして、各波長に対する受光量を撮
像部１２３で検出し、記憶部１７に記憶する。なお、分光画像を取得する際に使用する光
電素子１２６についての詳細な説明は、後述する分光画像の取得処理（ステップＳ７）に
おいて説明する。
　ここで、演算部１８は、基準校正板の１点のみの受光量を基準受光量としてもよく、各
分光画像のうち、基準校正板の画素範囲を特定し、特定した画素範囲内の所定個数の画素
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又は全画素における受光量の平均値を算出してもよい。
【００５１】
　次に、実際に分光測定装置１０を用いて、撮像対象の成分分析を実施する処理について
、図１１に基づいて説明する。図１１は、分光測定装置１０による成分分析処理のフロー
チャートである。
　図１１に示すように、成分分析処理を実施する場合、分光測定装置１０の被写体として
撮像対象（食品）をセットする。また、分光測定装置１０を起動させると、撮像モード切
替手段１８１は、初期設定として撮像モードをカラー画像撮像モードに切り替える（ステ
ップＳ１）。
　これにより、モジュール制御手段１８２は、制御基板１２８に制御信号を出力し、フィ
ルター位置切替部１２７は、図１２に示すように、波長可変干渉フィルター５を光路Ｌ上
から退避位置に退避させる（ステップＳ２）。
【００５２】
　したがって、入射光学系からの入射光は、波長可変干渉フィルター５を通過せずに撮像
部１２３にて受光される。そして、撮像部１２３の各光電素子１２６からの信号は、制御
基板１２８を介して、制御部１６に入力され、モジュール制御手段１８２は、各撮像画素
１２４の各光電素子１２６の信号（光量値）に基づいて、カラー撮像画像を取得する。ま
た、表示制御手段１８４は、このカラー撮像画像をリアルタイムでディスプレイ１４に表
示させる（ステップＳ３）。
【００５３】
　そして、制御部１６は、例えばシャッターが押される等、ユーザーの操作部１５の操作
により、撮像対象の成分分析を実施する旨の操作が実施されたか否かを判断する（ステッ
プＳ４）。
　ステップＳ４において、ユーザーの操作がない場合、ステップＳ３に戻り、撮像対象の
カラー画像のリアルタイム表示を継続する。一方、ステップＳ４において、撮像対象の成
分分析を実施する旨の操作が実施されたと判断された場合、撮像モード切替手段１８１は
、撮像モードを分光画像撮像モードに設定する（ステップＳ５）。これにより、モジュー
ル制御手段１８２は、制御基板１２８に制御信号を出力し、フィルター位置切替部１２７
は、図２に示すように、波長可変干渉フィルター５を光路Ｌ上に移動させる（ステップＳ
６）。
【００５４】
　この後、モジュール制御手段１８２は、記憶部１７に記憶されたＶ－λデータを参照し
て、制御基板１２８に波長可変干渉フィルター５を駆動させる旨の制御信号を出力する。
これにより、波長可変干渉フィルター５の静電アクチュエーター５６に印加する駆動電圧
が切り替えられ、波長可変干渉フィルター５から駆動電圧に応じた（反射膜５４，５５間
のギャップ寸法に応じた）分光撮像波長の光が撮像部１２３にて受光される。つまり、分
光撮像波長に対応した分光画像が取得される（ステップＳ７）。
【００５５】
　ここで、撮像部１２３の各光電素子１２６からの信号は、制御基板１２８を介して、制
御部１６に入力される。そして、モジュール制御手段１８２は、各撮像画素１２４の各光
電素子１２６からの信号（光量値）のうち、分光撮像波長に応じて予め設定された光電素
子１２６の信号を選択して、分光画像を取得する。
　つまり、波長可変干渉フィルター５により入射光を入射させると、次数ｍが異なる複数
のピーク波長の光が波長可変干渉フィルター５を透過し、分光撮像波長以外の可視光域の
ピーク波長の光が撮像部１２３に入射する場合がある。本実施形態では、このような可視
光域のピーク波長の光による測定誤差を除去するために、モジュール制御手段１８２は、
可視光域のピーク波長の光が入射しない光電素子１２６を選択し、選択した光電素子１２
６の信号に基づいて分光画像を取得する。
　図１３は、分光撮像波長に対して、選択する光電素子１２６を示した図である。
　本実施形態では、図１３に示すような、各分光撮像波長に対して選択される光電素子の
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種別のデータが予め記憶部１７に記憶されており、モジュール制御手段１８２は、このデ
ータに基づいて、光電素子を選択する。
【００５６】
　例えば、１次ピーク波長の光として分光撮像波長１０００ｎｍの光を透過させる場合、
２次ピーク波長として５００ｎｍ近傍の光も同時に波長可変干渉フィルター５を透過する
。この場合、モジュール制御手段１８２は、Ｒ光電素子１２６Ｒを選択し、Ｒ光電素子１
２６Ｒからの信号値に基づいて分光画像を取得する。
　また、分光撮像波長７００ｎｍの光を透過させる場合、２次ピーク波長として３５０ｎ
ｍ近傍の光も同時に波長可変干渉フィルター５を透過する。この場合、モジュール制御手
段１８２は、Ｒ光電素子１２６ＲまたはＧ光電素子１２６Ｇを選択する。なお、この場合
、Ｒ光電素子１２６Ｒ及びＧ光電素子１２６Ｇのいずれか一方の信号値を採用してもよく
、Ｒ光電素子１２６Ｒ及びＧ光電素子１２６Ｇの信号値の平均を採用してもよい。
【００５７】
　そして、モジュール制御手段１８２は、ステップＳ７において、制御基板１２８からの
分光画像を受信すると、分光撮像波長と分光画像とを関連付けて記憶部１７に記憶する。
　次に、モジュール制御手段１８２は、他に未取得の分光画像があるか否かを判定する（
ステップＳ８）。ステップＳ８において、未取得の分光画像がある場合、ステップＳ７に
戻り、分光画像の取得処理を継続する。
　ここで、本実施形態では、脂質、糖質、タンパク質、及び水分の成分量及びカロリーを
検出する。したがって、ステップＳ７において設定する分光撮像波長としては、少なくと
も脂質、糖質、タンパク質、及び水分に対する特徴量が得られる波長が設定されればよく
、ステップＳ８において、これらの分光撮像波長の分光画像が取得されたか否かを判定す
ればよい。
　なお、測定対象となる栄養素はこれに限定されず、その他の栄養素に対する特徴量が得
られる波長の分光画像を取得してもよい。また、所定波長間隔（例えば１０ｎｍ間隔）の
分光画像を順次取得し、これらの分光画像から分光スペクトルを推定してもよい。
　分光スペクトルを推定する方法としては、例えば、複数の分光撮像波長に対する光量の
それぞれを行列要素とした計測スペクトル行列を生成し、この計測スペクトル行列に対し
て、所定の変換行列を作用させることで、測定対象となる光の分光スペクトルを推定する
。この場合、分光スペクトルが既知である複数のサンプル光を、予め撮像モジュール１２
により測定し、測定により得られた光量に基づいて生成される計測スペクトル行列に変換
行列を作用させた行列と、既知の分光スペクトルとの偏差が最小となるように、変換行列
を設定する。
【００５８】
　また、ステップＳ７における分光撮像波長に対する駆動電圧の設定では、温度センサー
１３により検出される温度を用いて分光撮像波長を補正し、補正した分光撮像波長に対す
る駆動電圧を取得することが好ましい。この場合、モジュール制御手段１８２は、測定対
象食品の温度分布から、各点（撮像画像の各画素）における温度を検出し、検出した温度
に基づいて各分光撮像波長を補正する。
　例えば、基準温度Ｔ０において、成分Ａの含有率によって波長λＡ０の吸光度が変化す
る場合、基準温度Ｔ０における成分Ａの特徴量は、波長λＡ０の吸光度となる。しかしな
がら、温度Ｔ１では、成分Ａの含有率によって波長λＡ１の吸光度が変化する場合があり
、この場合、温度Ｔ１における成分Ａの特徴量は、波長λＡ１の吸光度となる。特に、水
分は、温度変化による吸光スペクトルの変化が大きいことが知られており、各成分の分析
を行う上で、特徴量が検出される波長を補正することが好ましい。
　したがって、モジュール制御手段１８２は、記憶部１７に記憶される各成分の各温度に
対する補正値を読み出し、波長λＡ０に補正値をかけ合せて、温度Ｔ１に対して特徴量が
検出される波長λＡ１を算出する。また、検査対象物の部位によって温度が異なる場合、
各部位の温度に対応して、それぞれ分光撮像波長を算出する。
【００５９】
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　図１１に戻り、ステップＳ８において、未取得の分光画像がないと判定された場合、成
分分析手段１８３は、撮像対象の成分分析処理を実施する。
　この成分分析処理では、まず、解析手段１８３Ｂは、ステップＳ７により得られた分光
画像に基づいて、撮像対象の食品の成分分析を実施し、各成分の成分含有率を算出する（
ステップＳ９）。
【００６０】
　図１４は、取得された分光画像の一例である。図１５は、図１４における画素Ａにおけ
る分光スペクトルを示す図であり、図１６は、図１４における画素Ｂにおける分光スペク
トルを示す図である。図１４から図１６に示したように、取得された分光画像に基づいて
、各画素の分光スペクトルを解析することで、光の吸収スペクトルの特徴値を解析するこ
とができ、撮像対象の食品に含まれる各成分を解析することができる。
　具体的には、まず、解析手段１８３Ｂは、測定対象食品が映し出されている画素範囲を
特定し、測定対象食品全体における各成分の含有率を算出する。
　撮像対象の食品の特定は、分光画像、またはカラー画像に基づいて特定される。撮像対
象の食品の特定方法としては、従来の画像処理技術を用いることができ、例えば、画像内
のエッジ検出等により、撮像対象の食品が映し出されている画素範囲を特定する。なお、
撮像対象の食品の特定方法としてはこれに限定されず、例えば、記憶部１７に撮像対象の
食品の形状特徴値が記憶されている場合、形状特徴値に基づいて画像を分析して撮像対象
の食品を特定してもよい。
【００６１】
　そして、解析手段１８３Ｂは、各成分に対して、特定された撮像対象の食品の各画素に
おける含有率の平均値を算出し、撮像対象の食品全体における成分含有率とする。なお、
特定された撮像対象の食品の画素範囲から、複数個の画素をピックアップし、これらの画
素に対して分析された成分含有率を平均してもよい。
　含有率の求め方としては、解析手段１８３Ｂは、例えば基準受光量Ｉ０と、撮像された
波長λの分光画像の各画素における受光量Ｉλとに基づいて、以下の式（１）により、各
画素における波長λの吸光度Ａλを算出する。
【００６２】
　Ａλ＝－ｌｏｇ（Ｉλ／Ｉ０）　　　…（１）
【００６３】
　なお、基準受光量Ｉ０は、上述した初期処理により取得される値を用いる。
　この後、解析手段１８３Ｂは、算出された吸光度Ａλと、記憶部１７に記憶された相関
データとに基づいて、各成分の含有率を分析する。この成分含有率の分析方法としては、
従来用いられているケモメトリックス法により行うことができる。ケモメトリックス法と
しては、例えば、重回帰分析、主成分回帰分析、部分最小二乗法等の方法を用いることが
できる。なお、これらのケモメトリックス法を用いた各分析手法は周知技術であるため、
ここでの説明は省略する。
【００６４】
　次に、質量推定手段１８３Ａは、撮像対象の食品の質量を推算する（ステップＳ１０）
。
　このステップＳ１１では、質量推定手段１８３Ａは、撮像画像に基づいて撮像対象の食
品の体積を推算する。撮像画像としては、取得された分光画像のうちの１つであってもよ
く、カラー画像であってもよい。
　本実施形態では、撮像対象の食品とともに、サイズが既知となる基準物が撮像される。
質量推定手段１８３Ａは、撮像画像に基づいて、基準物のサイズと検査対象物のサイズと
を比較することで、検査対象物の大凡の体積を推算する。
　なお、基準物質を用いた体積の推算に限定されず、例えば、画像処理により検査対象物
の体積を推算してもよい。例えば、検査対象物を異なる角度から撮像した撮像画像を用い
、３次元分析処理により検査対象物の体積を求める処理を行ってもよい。
【００６５】
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　そして、質量推定手段１８３Ａは、ステップＳ１０により分析された各成分の含有率と
、推算された撮像対象の食品の体積とから、撮像対象の食品の質量を推算する。
　なお、分光測定装置１０に電子秤等の質量計測部が設けられる場合は、当該質量計測部
により質量を計測してもよい。
【００６６】
　この後、解析手段１８３Ｂは、ステップＳ１０で推算した質量と、ステップＳ９により
分析された各成分の含有率とに基づいて、各栄養素の含有量を算出する。また、解析手段
１８３Ｂは、算出された各成分の含有量（脂質、糖質、タンパク質の含有量）から、式（
２）に基づいて、検査対象物のカロリーを算出する（ステップＳ１１）。
【００６７】
　カロリー（kcal）＝脂質量(g)×９＋タンパク質量(g)×４＋糖質量(g)×４　…（２）
【００６８】
　この後、解析手段１８３Ｂは、算出した栄養素の含有量及びカロリーを、記憶部１７に
記憶する。また、表示制御手段１８４は、ステップＳ１２により算出された各成分の含有
量やステップＳ１３により算出されたカロリーをディスプレイ１４に表示させる（ステッ
プＳ１２）。
【００６９】
　［第一実施形態の作用効果］
　本実施形態の分光測定装置１０では、フィルター位置切替部１２７により、波長可変干
渉フィルター５が入射光の光路Ｌ上に位置する状態と、光路Ｌ上から退避する状態とを切
り替えることができる。このため、単一の撮像部１２３で、波長可変干渉フィルター５が
入射光の光路Ｌ上に位置する状態における画像と、波長可変干渉フィルター５が光路Ｌか
ら退避した状態における画像とを撮像することができる。これにより、分光測定装置１０
の構成の簡略化、及び小型化を図ることができる。
【００７０】
　本実施形態では、フィルター位置切替部１２７は、制御部１６のモジュール制御手段１
８２の制御により、カラー画像撮像モードにおいて、分光フィルターを光路Ｌ上から退避
させる。この場合、入射光が波長可変干渉フィルター５を介さず、直接撮像部１２３に入
射されることになり、可視波長域の光が撮像されることで適切なカラー画像を撮像するこ
とができる。また、フィルター位置切替部１２７は、分光画像撮像モードにおいて、分光
フィルターを光路Ｌ上に移動させる。この場合、撮像部１２３に波長可変干渉フィルター
５を透過した所定の分光撮像波長の光が入射されることになり、分光撮像波長に対する分
光画像を取得することができる。
【００７１】
　本実施形態では、撮像部１２３は、ＲＧＢの各色に対応した３つのカラーフィルター１
２５、及びこれらの３つのカラーフィルター１２５に対応した３つの光電素子１２６を備
えた撮像画素１２４を備えている。そして、モジュール制御手段１８２は、分光画像を取
得する際に、波長可変干渉フィルター５により透過させる分光撮像波長に対する次数とは
異なる次数の可視波長域のピーク波長の光を遮光するカラーフィルター１２５に対応する
光電素子１２６を選択し、選択した光電素子１２６の信号値に基づいて分光画像を取得す
る。したがって、可視波長域の光をカットした分光画像の撮像が可能となり、高精度な分
光画像を取得することができる。
【００７２】
　本実施形態では、波長可変干渉フィルター５は、固定反射膜５４及び可動反射膜５５の
間のギャップ寸法を、静電アクチュエーター５６により変更することで、変更したギャッ
プ寸法に応じた波長に光を透過させる波長可変型のファブリーペローエタロンが用いられ
ている。このようなファブリーペローエタロンは、厚み寸法が例えば１ｍｍ以内に抑える
ことが可能であり、分光測定装置１０の小型化を図ることができる。
【００７３】
［第二実施形態］
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　次に、本発明の第二実施形態について、図面に基づいて説明する。
　上述した第一実施形態では、光電素子１２６のうち、波長可変干渉フィルター５におい
て分光撮像波長と異なるピーク波長の光を遮断するカラーフィルター１２５を透過した光
を受光する光電素子１２６からの信号（光量値）に基づいて、分光画像を取得する例を示
した。これに対して、本実施形態では、光路Ｌ上に設けられた可視遮光フィルターにより
可視波長域の光を遮光して分光画像を取得する点で、上記第一実施形態と相違する。
【００７４】
　図１７は、第二実施形態における分光測定装置１０Ａの断面構成を示す概略図である。
　図１７に示すように、本実施形態の分光測定装置１０Ａでは、波長可変干渉フィルター
５の前段に可視波長域の光を遮光し、赤外波長域の光を透過する可視遮光フィルター１２
９Ａが設けられている。
　ここで、可視遮光フィルター１２９Ａは、波長可変干渉フィルター５の前段に設けられ
る例を示すが、撮像部１２３の前段に設けられていれば、いかなる位置に配置されていて
もよい。例えば、波長可変干渉フィルター５と撮像部１２３の間に設けられていてもよく
、光入射部１２１内に設けられていてもよい。
　そして、本実施形態では、フィルター位置切替部１２７は、波長可変干渉フィルター５
とともに、可視遮光フィルター１２９Ａを移動させる。すなわち、モジュール制御手段１
８２は、カラー画像撮像モードにおいて、フィルター位置切替部１２７を制御して、波長
可変干渉フィルター５及び可視遮光フィルター１２９Ａを光路Ｌから退避させる。また、
モジュール制御手段１８２は、分光画像撮像モードにおいて、フィルター位置切替部１２
７を制御して、波長可変干渉フィルター５及び可視遮光フィルター１２９Ａを光路Ｌ上に
移動させる。
【００７５】
　なお、可視遮光フィルター１２９Ａは、例えば波長可変干渉フィルター５の光入射面ま
たは光射出面に直接貼り付けられていてもよい。この場合、フィルター位置切替部１２７
として、可視遮光フィルター１２９Ａを移動させる移動機構を別途設ける必要がなく、構
成の簡略化を図ることができる。
【００７６】
　また、本実施形態の分光測定装置１０Ａでは、分光画像撮像モードにおいて、上述した
第一実施形態のステップＳ７において、分光画像を取得する方法が異なる。
　すなわち、上述した第一実施形態では、可視波長域の透過ピーク波長の光をカットする
ために、分光撮像波長に応じて光電素子１２６を選択し、選択された光電素子１２６から
出力される光量値に基づいた分光画像を取得した。
　これに対して、本実施形態では、光電素子１２６を選択する必要がない。つまり、上述
したように、本実施形態では、分光画像撮像モードにおいて、波長可変干渉フィルター５
とともに、可視遮光フィルター１２９Ａが光路Ｌ上に配置されるので、可視光が撮像部１
２３に入射されない。したがって、例えば、Ｒ光電素子１２６Ｒ、Ｇ光電素子１２６Ｇ、
及びＢ光電素子１２６Ｂのうち、いずれか１つ（例えばＲ光電素子１２６Ｒ）を赤外受光
用の光電素子１２６とし、この赤外受光用の光電素子１２６からの信号（光量値）に基づ
いて分光画像を取得する。
　なお、３つの光電素子１２６（１２６Ｒ，１２６Ｇ，１２６Ｂ）のいずれかを赤外受光
用の光電素子とする例を示すが、これに限定されず、例えば、３つの光電素子１２６（１
２６Ｒ，１２６Ｇ，１２６Ｂ）の光量値の平均や中央値、合計値等に基づいて、分光画像
を取得してもよい。
【００７７】
　［第二実施形態の作用効果］
　本実施形態の分光測定装置１０Ａでは、可視遮光フィルター１２９Ａを備え、フィルタ
ー位置切替部１２７は、カラー画像撮像モードにおいて、波長可変干渉フィルター５とと
もに、可視遮光フィルター１２９Ａを光路Ｌ上から退避させる。これにより、上記第一実
施形態と同様、適切なカラー画像を撮像することが可能となる。一方、フィルター位置切
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替部１２７は、分光画像撮像モードにおいて、波長可変干渉フィルター５とともに、可視
遮光フィルター１２９Ａを光路Ｌに移動させる。このような構成では、第一実施形態と比
べて、可視遮光フィルター１２９Ａが設けられる分、分光測定装置１０Ａにおける部品点
数が増大し、構成が複雑化するが、分光画像を取得する際に、分光撮像波長に応じて光量
値を取得する光電素子１２６を選択する必要がない。したがって、３種の光電素子１２６
Ｒ，１２６Ｇ，１２６Ｂのうち、予め設定しておいた１つの光電素子の光量値により分光
画像を取得することができる。また、上記のように赤外波長域の光を受光する際に光電素
子を固定することで、カラーフィルター１２５（１２５Ｒ，１２５Ｇ，１２５Ｂ）の透過
特性の違いによる誤差を抑えることができ、高精度に分光画像を取得することができる。
【００７８】
　また、３種の光電素子１２６Ｒ，１２６Ｇ，１２６Ｂの光量値の平均や合計値等を算出
して光量値として採用してもよく、この場合、より精度の高い分光画像を取得することが
可能となる。
【００７９】
［第三実施形態］
　次に、本発明の第三実施形態について、図面に基づいて説明する。
　上述した第一及び第二実施形態では、カラー画像撮像モードにおいて、光入射部１２１
からの入射光を直接撮像部１２３に入射させた。これに対して、本実施形態では、光路Ｌ
上に設けられた赤外遮光フィルターにより赤外波長域の光を遮光してカラー画像を取得す
る点で、上記第一及び第二実施形態と相違する。
【００８０】
　図１８は、第三実施形態における分光測定装置１０Ｂの断面構成を示す概略図である。
　図１８に示すように、本実施形態の分光測定装置１０Ｂでは、光路Ｌ上に赤外波長域の
光を遮光し、可視波長域の光を透過させる赤外遮光フィルター１２９Ｂ（分光対象波長遮
光フィルター）が設けられている。
　ここで、赤外遮光フィルター１２９Ｂは、光路Ｌにおける波長可変干渉フィルター５の
移動及び退避位置の前段に設けられる例を示すが、撮像部１２３の前段に設けられていれ
ば、いかなる位置に配置されていてもよい。
　例えば、赤外遮光フィルター１２９Ｂを波長可変干渉フィルター５の配置面と同一面に
設ける構成としてもよい。
【００８１】
　そして、本実施形態では、フィルター位置切替部１２７は、波長可変干渉フィルター５
とともに、赤外遮光フィルター１２９Ｂを移動させる。すなわち、モジュール制御手段１
８２は、カラー画像撮像モードにおいて、フィルター位置切替部１２７を制御して、波長
可変干渉フィルター５（第二実施形態のように、可視遮光フィルター１２９Ａが設けられ
る場合は、波長可変干渉フィルター５及び可視遮光フィルター１２９Ａ）を光路Ｌから退
避させ、赤外遮光フィルター１２９Ｂを光路Ｌ上に移動させる。また、モジュール制御手
段１８２は、分光画像撮像モードにおいて、フィルター位置切替部１２７を制御して、波
長可変干渉フィルター５（第二実施形態のように、可視遮光フィルター１２９Ａが設けら
れる場合は、波長可変干渉フィルター５及び可視遮光フィルター１２９Ａ）を光路Ｌ上に
移動させ、赤外遮光フィルター１２９Ｂを光路Ｌから退避させる。
【００８２】
　［第三実施形態の作用効果］
　本実施形態の分光測定装置１０Ｂでは、赤外遮光フィルター１２９Ｂを備え、フィルタ
ー位置切替部１２７は、カラー画像撮像モードにおいて、波長可変干渉フィルター５を光
路Ｌ上から退避させ、赤外遮光フィルター１２９Ｂを光路Ｌ上に移動させる。このような
構成では、第一実施形態と比べて、赤外遮光フィルター１２９Ｂが設けられる分、分光測
定装置１０Ｂにおける部品点数が増大し、構成が複雑化するが、カラー画像を取得する際
に、赤外波長域の光が遮光されるので、当該赤外波長域の光の光量値が加算されることな
く、正確な可視光の光量値に基づいたカラー画像を取得することができる。
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【００８３】
［その他の実施形態］
　なお、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　例えば、上記各実施形態では、分光測定装置１０，１０Ａ，１０Ｂの例を示したが、撮
像対象の成分分析等を実施しない通常の分光カメラに対しても本発明を適用することがで
きる。
　また、食品の成分を分析する分光測定装置１０，１０Ａ，１０Ｂを例示したが、その他
の物質の成分分析を実施する装置にも適用できる。
【００８４】
　また、上記実施形態では、本発明の分光画像の対象波長域を赤外波長域とし、赤外波長
域における分光画像を取得する例を示した。これに対して、対象波長域を例えば紫外波長
域に設定してもよい。この場合でも、フィルター位置切替部１２７により、波長可変干渉
フィルター５を光路Ｌに対して進退移動可能な構成とすることで、カラー画像と、紫外波
長域の分光画像とを適切に取得することができる。この場合、撮像部１２３の各カラーフ
ィルター１２６として、赤色波長域及び紫外波長域を透過可能なＲカラーフィルター、緑
色波長域及び紫外波長域を透過可能なＧカラーフィルター、及び青色波長域及び紫外波長
域を透過可能なＢカラーフィルターを用いる。
【００８５】
　また、可視波長域の分光画像を取得する分光カメラに対しても本発明を適用できる。こ
の場合では、上記第一実施形態の分光測定装置１０と同一の構成により、カラー画像及び
可視波長域の各分光画像を取得することができる。また、第二実施形態において、可視遮
光フィルター１２９Ａの代わりに、可視波長域以外の光を遮光するバンドパスフィルター
（例えば赤外遮光フィルター１２９Ｂ等）を用いることで、可視光以外の波長の光を遮断
することができ、精度の高い分光画像を撮像することができる。さらに、第三実施形態に
おける赤外遮光フィルター１２９Ｂを光路Ｌ上に固定する（フィルター位置切替部１２７
により移動させない）構成としてもよく、この場合、第三実施形態と同様、赤外波長域の
光をカットした精度の高いカラー画像の撮像が可能であるとともに、可視波長域の分光画
像の撮像時にも、赤外波長域の光をカットすることができ、精度の高い分光画像を取得で
きる。
【００８６】
　上記各実施形態では、波長可変干渉フィルター５がフィルター保持部等に保持されて、
光路Ｌに対して進退移動可能となる構成を例示したが、波長可変干渉フィルター５を筐体
内に収納した上でフィルター保持部に保持させる構成としてもよい。
　この場合、筐体内を真空密閉することで、波長可変干渉フィルター５の静電アクチュエ
ーター５６に電圧を印加した際の駆動応答性を向上させることができる。
【００８７】
　波長可変干渉フィルター５は、電圧印加により反射膜５４，５５間のギャップ寸法を変
動させる静電アクチュエーター５６を備える構成としたが、これに限定されない。
　例えば、固定電極５６１の代わりに、第一誘電コイルを配置し、可動電極５６２の代わ
りに第二誘電コイルまたは永久磁石を配置した誘電アクチュエーターを用いる構成として
もよい。
　更に、静電アクチュエーター５６の代わりに圧電アクチュエーターを用いる構成として
もよい。この場合、例えば保持部５２２に下部電極層、圧電膜、及び上部電極層を積層配
置させ、下部電極層及び上部電極層の間に印加する電圧を入力値として可変させることで
、圧電膜を伸縮させて保持部５２２を撓ませることができる。
【００８８】
　また、本実施形態では、ファブリーペローエタロンとして、固定基板５１及び可動基板
５２が互いに対向する状態で接合され、固定基板５１に固定反射膜５４が設けられ、可動
基板５２に可動反射膜５５が設けられる波長可変干渉フィルター５を例示したが、これに
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限らない。
　例えば、固定基板５１及び可動基板５２が接合されておらず、これらの基板間に圧電素
子等の反射膜間ギャップを変更するギャップ変更部が設けられる構成などとしてもよい。
　また、２つ基板により構成される構成に限られない。例えば、１つの基板上に犠牲層を
介して２つの反射膜を積層し、犠牲層をエッチング等により除去してギャップを形成した
波長可変干渉フィルターを用いてもよい。
　また、分光フィルターとして、例えばＡＯＴＦ（Acousto Optic Tunable Filter）やＬ
ＣＴＦ（Liquid Crystal Tunable Filter）が用いられてもよい。ただし、この場合、分
光カメラ（分光測定装置１０，１０Ａ，１０Ｂ）の小型化が困難になる可能性もあり、分
光フィルターとしては、ファブリーペローエタロンを用いることが好ましい。
【００８９】
　上記実施形態では、温度センサー１３を備え、検出された温度に基づいて、分析対象の
成分の特徴量を取得可能な波長を補正し、分光撮像波長とした。
　これに対して、温度センサー１３が設けられない構成などとしてもよい。この場合でも
、温度による吸光スペクトルの変化が小さい成分に対しては、誤差の少ない成分分析を実
施することができる。
【００９０】
　その他、本発明の実施の際の具体的な構造は、本発明の目的を達成できる範囲で他の構
造等に適宜変更できる。
【符号の説明】
【００９１】
　５…波長可変干渉フィルター、１０，１０Ａ，１０Ｂ…分光測定装置カメラ、１２…撮
像モジュール、１４…ディスプレイ、１６…制御部、５４…固定反射膜、５５…可動反射
膜、５６…静電アクチュエーター、１２１…光入射部、１２２…光源部、１２３…撮像部
、１２４…撮像画素、１２５…カラーフィルター、１２５Ｒ…Ｒカラーフィルター、１２
５Ｇ…Ｇカラーフィルター、１２５Ｂ…Ｂカラーフィルター、１２６…光電素子、１２６
Ｒ…Ｒ光電素子、１２６Ｇ…Ｇ光電素子、１２６Ｂ…Ｂ光電素子、１２７…フィルター位
置切替部、１２８…制御基板、１８１…撮像モード切替手段、１８２…モジュール制御手
段、１８３…成分分析手段、１８４…表示制御手段。
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